
 

 

 

令和６年３月豊橋市議会定例会 

 

 

 

 

○ 提出事件 

 

予 算 案       １２ 件 （うち補正２件） 

 

条 例 案       １９ 件  

 

単 行 案        ８ 件  

 

報  告    １ 件  

      

 

以 上       ４０ 件  
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３月市議会定例会議案概要説明書 

 

〔 条 例 案 〕        

 

議案第１８号  豊橋市の政策推進における部等の役割を定める条例の一部を改正する

条例 

（行政課） 

組織機構改革の実施に伴い、政策の推進を担う部等の役割について変更するため、現

行条例の一部を改正するもの 

 

  （令和６年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

議案第１９号  豊橋市附属機関設置条例 

（行政課） 

附属機関及び懇談会等の活動内容等を見直し、附属機関の設置及び所掌事務の適正化

を図るため、新たに条例を制定するもの 

 

（関係条例の整備） 

・豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

 

  （令和６年４月１日から施行） 
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議案第２０号  豊橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する条例の一部を改正する条例 

（保育課・行政課・情報企画課） 

個人情報を効率的に検索し、及び管理するために本市独自に個人番号（マイナンバー）

を利用する事務を廃止するほか、規定の整備をするため、現行条例の一部を改正するも

の 

 

１ 個人番号を利用する事務の廃止 

（１）廃止する項目 

私立幼稚園への通園児の保護者に対する私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関

する事務であって規則で定めるもの 

（２）廃止する理由 

私立幼稚園就園奨励費補助金は、幼児教育・保育の無償化に伴い、令和元年９月

３０日付で廃止され、同補助金の返還金の処理が令和６年１月２６日に完了したこ

とから当該事務を廃止するもの 

 

２ 規定の整備 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正（令和５年法律第４８号。令和５年６月９日公布）により、条例で引用する法律の

用語が変更されたことに伴い、規定の整備をするもの 

改正後 改正前 

利用特定個人情報（法第１９条第８号に規

定する利用特定個人情報） 
法別表第２の第４欄に掲げる特定個人情報 

 

  （１は公布の日、２は法律の施行の日又は条例の公布の日のいずれか遅い日から施

行） 
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議案第２１号  豊橋市職員定数条例の一部を改正する条例 

（人事課） 

職員定数の適正化を図るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

区  分 改正後 改正前 増減 

議会の事務部局の職員 １５人 １５人 ０人 

市長の事務部局の職員 ３，１３６人 ３，０５４人 ８２人 

水道事業及び下水道事業管理者

の事務部局の職員 
１８４人 １８４人 ０人 

監査委員の事務部局の職員 ９人 ８人 １人 

農業委員会の事務部局の職員 １７人 １６人 １人 

教育委員会の事務部局及び教育

委員会の所管に属する学校その

他の教育機関の職員 

２０９人 ２０５人 ４人 

その他の行政委員会の事務部局

の職員 
８人 ８人 ０人 

消防の事務部局の職員 ３４７人 ３４０人 ７人 

    

職員定数 ３，９２５人 ３，８３０人 ９５人 

 

（令和６年４月１日から施行） 

 

 

議案第２２号  豊橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

（人事課） 

子育て部分休暇を新設するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

○ 子育て部分休暇の新設 

小学生の子を持つ職員に対し、子の養育のため勤務時間の始め又は終わりの合計２

時間以下の範囲内で勤務しないことを承認する制度を新設する。 

 

（関係条例の整備） 

・豊橋市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

・豊橋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 

・豊橋市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

 

（令和６年４月１日から施行） 
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議案第２３号  豊橋市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正す

る条例 

（行政課） 

地方自治法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号。令和６年１月１９

日公布）により、条例で引用する政令の条が繰り下げられたことに伴い、規定の整備を

するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

（令和６年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

議案第２４号  豊橋市土地開発基金条例の一部を改正する条例 

（財政課） 

 基金の処分を可能とするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

（令和６年４月１日から施行） 
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議案第２５号  豊橋市体育振興基金条例及び豊橋市表彰条例の一部を改正する条例 

（「スポーツのまち」づくり課・秘書課） 

 現在の社会情勢の変化に鑑み、条例で規定する用語等を変更するため、現行条例の一

部を改正するもの 

 

１ 条例名称の改正 

改正後 改正前 

豊橋市スポーツ振興基金条例 豊橋市体育振興基金条例 

 

２ 条例中の用語の改正 

改正後 改正前 

スポーツ 体育 

 

 

  （令和６年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

議案第２６号  豊橋市新型コロナウイルス感染症対策基金条例を廃止する条例 

（行政課） 

豊橋市新型コロナウイルス感染症対策基金の廃止に伴い、現行条例を廃止するもの 

 

（令和６年４月１日から施行） 
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議案第２７号  豊橋市手数料条例の一部を改正する条例 

（建築指導課・財政課） 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等

の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和５年政

令第２８０号。令和５年９月１３日公布）等の施行に伴い、建築基準法等関係手数料に

ついて所要の改正をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

１ 建築物の省エネ改修を伴う大規模の修繕又は大規模の模様替えに係る認定制度の新

設に伴う手数料の新設 

 

手数料名 単位 金額 

既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認

定申請手数料 
１件 27,000 円 

既存建築物の道路内における制限の適用除外に係る認定申請手数料 １件 27,000 円 

 

２ 地下街に関する規定の緩和等に伴う手数料の新設 

地下道の幅に関する制限の特例の認定の申請等について、地下街に関する制限の適

用除外に係る認定の申請に対する審査に集約し、既存の手数料を廃止するとともに、

手数料を新設する。 

 

手数料名 単位 金額 

地下街の構造に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 １件 27,000 円 

 

３ 規定の整備 

  条例で引用する法律及び政令の名称が変更されたことに伴い、規定を整備する。 

 

改正後 改正前 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行令 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律施行令 

 

（令和６年４月１日から施行） 
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議案第２８号  豊橋市社会福祉法施行条例の一部を改正する条例 

（福祉政策課） 

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第５２号。令和４年５

月２５日公布）及び女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（令和５年厚生労働

省令第３６号。令和５年３月２９日公布）の制定により、条例で引用する法律の用語及

び省令が変更されたこと並びに条例の規定が省令で規定されたことに伴い、授産施設に

係る秘密保持等に関する基準を設けるほか、規定の整備をするため、現行条例の一部を

改正するもの 

 

１ 女性自立支援施設に係る秘密保持等に関する基準が省令で規定されたことに伴い、

条例の規定から削除するとともに、同基準を準用していた授産施設について、秘密保

持等に関する基準を新たに規定する。 

 

２ 条例で引用する法律の用語の変更 

改正後 改正前 

女性自立支援施設 婦人保護施設 

 

（令和６年４月１日から施行） 
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議案第２９号  豊橋市母子父子福祉手当支給条例及び豊橋市営住宅条例の一部を改正

する条例 

（子育て支援課・住宅課） 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律（令

和５年法律第３０号、令和５年５月１９日公布）により、条例で引用する法の条が分割

されたことに伴い、規定の整備をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

  （令和６年４月１日から施行） 

 

 

 

 

 

議案第３０号  豊橋市立看護専門学校条例の一部を改正する条例 

（健康政策課） 

授業料の適正化を図るため、現行条例の一部を改正するもの 

 

区分 改正後 改正前 

授業料年額 １５６，０００円 １４４，０００円 

 

  （令和７年４月１日から施行） 
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議案第３１号  豊橋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

（国保年金課） 

国民健康保険財政の健全な運営及び国民健康保険税の負担の適正化を図るため、現行

条例の一部を改正するもの 

 

１ 税率の改定 

区   分 
税        率 

改 正 後 改 正 前 

基
礎
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の６．６９ 

基礎控除後の総所得金額等の 

   １００分の６．２８ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

２１，６００円 

被保険者１人について 

２０，１００円 

世 帯 別 平 等 割 額 

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

 ２３，４００円  

  （１１，７００円） 

  （１７，５５０円） 

１世帯について 

 ２４，０００円  

  （１２，０００円） 

  （１８，０００円） 

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の３．０３ 

基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．７１ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

 ９，６００円 

被保険者１人について 

 ８，４００円 

世 帯 別 平 等 割 額 

（ ）内上段は、特定世帯 

下段は、特定継続世帯 

１世帯について 

 １０，２００円  

  （５，１００円） 

 （７，６５０円） 

１世帯について 

 ９，９００円  

  （４，９５０円） 

 （７，４２５円） 

介
護
納
付
金
課
税
額 

所 得 割 額 
基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．４０ 

基礎控除後の総所得金額等の 

１００分の２．３０ 

被保険者均等割額 
被保険者１人について 

    ９，３００円 

被保険者１人について 

    ９，０００円 

世 帯 別 平 等 割 額 
１世帯について 

    ７，５００円 

１世帯について 

    ７，８００円 

※ 特定同一世帯所属者（国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後、継続して

同じ世帯に属する者）が属する世帯で国民健康保険の加入者が１人のみである世帯

のうち、１年目から５年間を特定世帯といい、基礎課税額及び後期高齢者支援金等

課税額の世帯別平等割額の２分の１が減額され、６年目から３年間を特定継続世帯

といい、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の４分の１が

減額される。 

 

２ 国民健康保険税の軽減金額の改定 

＜低所得世帯＞ 
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軽減割合 

軽     減     金     額 

基礎課税額 
後期高齢者 

支援金等課税額 
介護納付金課税額 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平

等割額 

１世帯に

ついて 

( )内上段

は特定世

帯、下段は

特定継続

世帯 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平

等割額 

１世帯に

ついて 

( )内上段

は特定世

帯、下段は

特定継続世

帯 

被保険者

均等割額 

被保険者

１人につ

いて 

世帯別平

等割額 

１世帯に

ついて 

７ 

割 

改正後 15,120 円 

16,380 円  

(8,190 円) 

(12,285 円) 

  

6,720 円 

7,140 円  

(3,570 円) 

(5,355 円) 

5,050 円 

(2,525 円) 

(3,788 円) 

6,510 円 5,250 円 

改正前 14,070 円 

16,800 円  

(8,400 円) 

(12,600 円) 

  

5,880 円 

6,930 円  

(3,465 円) 

(5,198 円) 

5,050 円 

(2,525 円) 

(3,788 円) 

6,300 円 5,460 円 

５ 

割 

改正後 10,800 円 

11,700 円  

(5,850 円) 

(8,775 円) 

  

4,800 円 

5,100 円  

(2,550 円) 

(3,825 円) 

5,050 円 

(2,525 円) 

(3,788 円) 

4,650 円 3,750 円 

改正前 10,050 円 

12,000 円  

(6,000 円) 

(9,000 円) 

  

4,200 円 

4,950 円  

(2,475 円) 

(3,713 円) 

5,050 円 

(2,525 円) 

(3,788 円) 

4,500 円 3,900 円 

２ 

割 

改正後 4,320 円 

4,680 円  

(2,340 円) 

(3,510 円) 

  

1,920 円 

2,040 円  

(1,020 円) 

(1,530 円) 

5,050 円 

(2,525 円) 

(3,788 円) 

1,860 円 1,500 円 

改正前 4,020 円 

4,800 円  

(2,400 円) 

(3,600 円) 

  

1,680 円 

1,980 円  

(990 円) 

(1,485 円) 

5,050 円 

(2,525 円) 

(3,788 円) 

1,800 円 1,560 円 

 

＜未就学児＞ 

低 所 得 世 帯 

軽 減 割 合 区 分 

( )内は軽減割合 

軽  減  金  額 

基礎課税額 

被保険者均等割額 

後期高齢者支援金等課税額 

被保険者均等割額 

改正後 改正前 改正後 改正前 

７割（ 1.5 割） 3,240 円 3,015 円 1,440 円 1,260 円 

５割（ 2.5 割） 5,400 円 5,025 円 2,400 円 2,100 円 

２ 割 （ ４ 割 ） 8,640 円 8,040 円 3,840 円 3,360 円 

非該当（５割） 10,800 円 10,050 円 4,800 円 4,200 円 

 

３ 適用時期 

  令和６年度分の国民健康保険税から適用
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議案第３２号  豊橋市漁港管理条例及び豊橋市風致地区内における建築等の規制に関 

する条例の一部を改正する条例 

（農業支援課・都市計画課） 

 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律（令和５年法律第３４号。

令和５年５月２６日公布）による漁港漁場整備法の一部改正により、条例で引用する法

律の名称が変更されたことに伴い、規定の整備をするため、現行条例の一部を改正する

もの 

 

○ 条例で引用する法律の名称の変更 

改正後 改正前 

漁港及び漁場の整備等に関する法律 漁港漁場整備法 

 

  （令和６年４月１日から施行） 
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議案第３３号  豊橋市空家等対策協議会条例及び豊橋市空家等の適切な管理及び活用

に関する条例の一部を改正する条例 

（建築物安全推進課） 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第５０号。

令和５年６月１４日公布）により、管理不全空家等（※）に係る規定が追加されたこと

に伴い、空家等対策協議会の所掌事項を追加するほか、所要の改正をするため、現行条

例の一部を改正するもの 

 

１ 空家等対策協議会の所掌事項等 

空家等対策協議会の所掌事項に、管理不全空家等の認定及び措置の方針に関する事

項を追加するほか、勧告等をするときは、当該協議会の意見を聴くこととする。 

 

２ 空家等対策協議会の会長の選任方法 

  会長の選任方法を委員による互選とする。 

改正後 改正前 

委員の互選による 市長をもって充てる 

 

（※）空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等

に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等 

 

  （公布の日から施行） 
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議案第３４号  豊橋市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

（上下水道局総務課） 

 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和５年法律

第３６号。令和５年５月２６日公布）による水道法の一部改正により、条例で引用する

省令が変更されたことに伴い、規定の整備をするため、現行条例の一部を改正するもの 

 

○ 条例で引用する省令の変更 

改正後 改正前 

国土交通省令 厚生労働省令 

 

  （令和６年４月１日から施行） 
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議案第３５号  豊橋市消防団条例の一部を改正する条例 

（消防本部総務課） 

 消防団員の定員を改正するほか、年齢要件を緩和するため、現行条例の一部を改正す

るもの 

 

１ 消防団員の定員  

（１）消防団員（基本団員及び機能別団員）の定員  

改正後 改正前 増 減 

１，１１９人 １，２３０人 ▲１１１人 

（２）機能別団員の減員  

   災害時のみに従事する団員である機能別団員を５１人から２５人に減員する。  

 

２ 年齢要件の緩和  

  消防団員の年齢要件を、１８歳以上５０歳未満から、１８歳以上５５歳未満に緩和

する。  

  ※規則で定める基本団員（団長等）については、１８歳以上５５歳未満から１８歳

以上６０歳未満に緩和  

 

（令和６年４月１日から施行） 
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議案第３６号  豊橋市火災予防条例の一部を改正する条例 

（予防課） 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令（令和５年政令第３

４７号。令和５年１２月６日公布）の施行に伴い、危険物の貯蔵所の設置許可に係る手

数料の額を変更するため、現行条例の一部を改正するもの 

 

〇 手数料の額の変更 

手数料名 区分 単位 
金額（円） 

改正後 改正前 

貯蔵所設

置許可申

請手数料 

浮き屋根

式特定屋

外タンク

貯蔵所及

び浮き蓋

付特定屋

外タンク

貯蔵所の

危険物の

貯蔵最大

数量 

1,000㎘以上5,000㎘未満 

１件 

1,450,000 1,180,000 

5,000㎘以上10,000㎘未満 1,720,000 1,410,000 

10,000㎘以上50,000㎘未満 1,920,000 1,590,000 

50,000㎘以上100,000㎘未満 2,360,000 1,950,000 

100,000㎘以上200,000㎘未満 2,740,000 2,270,000 

200,000㎘以上300,000㎘未満 5,640,000 4,550,000 

300,000㎘以上400,000㎘未満 7,240,000 5,820,000 

400,000㎘以上 8,790,000 7,070,000 

 

（令和６年４月１日から施行） 
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〔 単 行 案 〕 

 

議案第３７号  市道の路線廃止について 

        （石巻萩平町２号線以下１８路線） 

（土木管理課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３８号  市道の路線認定について 

        （王ヶ崎町４０号線以下４１路線） 

（土木管理課） 
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議案第３９号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・施設建設室） 

１ 工 事 名  資源化センター臨時高圧電力引込対策工事 

２ 工 事 内 容  電気・計装設備改良、高圧蒸気復水器改良 

３ 決定年月日  令和６年２月５日 

４ 契 約 価 格  ６７６，５００，０００円 

 （予 定 価 格  ６８１，６４８，０００円） 

  決 定 率  ９９．２％ 

５ 請 負 人  ＪＦＥ環境テクノロジー（株） 

６ 契 約 方 法  随意契約 
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議案第４０号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  豊橋市立高等学校校舎長寿命化改良工事 

２ 工 事 内 容  ・鉄筋コンクリート造５階建 

          延べ床面積 ４，７５７㎡（改修部分） 

区 分 室 名 

１階 

講義室、事務室、進路指導室、調理室、調理準備

室、多目的室（２）、用務員室、食堂、男子更衣室、

夜間ロッカー室、ＥＶ室、倉庫、配膳室、ポンプ

室、多目的便所、便所 

２階 

会議室、校長室・応接室、職員室、講師室、保健

室、カウンセラー室、生徒指導室、生徒会室（２）、

作法室、放送室、書道室、印刷室、女子更衣室、

ＥＶ室、倉庫、便所 

３階 

普通教室（４）、講義室、図書室、図書準備室、物

理地学室、物理地学準備室、生物化学室、生物化

学準備室、資料室、生徒ロッカー室、ＥＶ室、便

所 

４階 

普通教室（５）、講義室、美術室、美術準備室、パ

ソコン室（２）、パソコン準備室、生徒ロッカー室、

ＥＶ室、便所 

５階 

普通教室（５）、音楽室、音楽準備室、被服室、被

服準備室、視聴覚室、資料室、生徒ロッカー室、

ＥＶ室、便所 

屋上階 機械室 

・内部改修 一式 

         ・外部改修 一式 

３ 落札年月日  令和５年１２月２５日 

４ 契 約 価 格  ９０７，５００，０００円 

 （予 定 価 格  ９２５，４３０，０００円） 

  落 札 率  ９８．１％ 

５ 請 負 人  井口建設（株） 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札２社） 
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議案第４１号  工事請負契約締結について 

（契約検査課・教育政策課） 

１ 工 事 名  豊橋市立高等学校校舎長寿命化改良に伴う管工事 

２ 工 事 内 容  ・給排水衛生設備 一式 

         ・消火設備    一式 

         ・ガス設備    一式 

         ・冷暖房設備   一式 

         ・換気設備    一式 

         ・撤去工事    一式 

３ 落札年月日  令和６年１月２２日 

４ 契 約 価 格  １５９，５００，０００円 

 （予 定 価 格  １６４，３４０，０００円） 

  落 札 率  ９７．１％ 

５ 請 負 人  （株）大建 

６ 契 約 方 法  一般競争入札（総合評価落札方式）（応札４社） 

 

 

 

 

 

議案第４２号  和解について 

（「スポーツのまち」づくり課） 

 総合体育館において発生した高圧ケーブルの損傷事故について、次により和解するも

の 

 

１ 和解の内容 

  相手方は、本市に対し、６，０９０，５４８円を支払う。 

 

２ 事故の概況等 

令和４年１０月３日に実施した年次点検（停電）において、引込用高圧ケーブルの

絶縁抵抗測定の際、相手方がケーブル遮へい層の接地線を離線した状態のまま戻し忘

れたことで、同年１１月２５日に当該ケーブルが絶縁破壊により損傷し、総合体育館

等を全停電させた。 

本件は、当該事故について、相手方と協議の上、上記内容にて和解することで合意

するものである。 
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議案第４３号  豊橋市と田原市との間の青少年の野外活動等に関する事務の委託の廃

止に関する協議について 

（生涯学習課）  

地方自治法第２５２条の１４第２項の規定に基づき、青少年の野外活動等に関する事

務の田原市への委託を廃止するもの 

 

１ 廃止理由 

  利用者の減少及び施設・設備の老朽化により、江比間野外活動センターの施設機能

を廃止するため 

 

２ 委託期間 

  昭和５８年４月１日から令和７年３月３１日まで  

  ※旧渥美町、田原町、赤羽根町の合併前の期間を含む。 

 

 

 

 

 

議案第４４号  包括外部監査契約の締結について 

（行政課） 

 地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により、議会の議決を求めるもの 

 

１ 契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契 約 の 始 期  令和６年４月１日 

３ 契 約 の 金 額  １１，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方  氏名 北 川 裕 和（資格 公認会計士） 
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〔 報 告 〕 

 

報告第５号  専決処分の報告について 

（土木管理課・生活福祉課） 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく議会の議決により、市長の専決処分事項

となっている１件１００万円以内の次の損害賠償について、同条第２項の規定により報

告するもの 

 

１（１）専 決 年 月 日   令和６年２月１４日 

（２）損害賠償の額   １９７，９５６円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年８月８日午後１時３０分頃から午後３時５０分頃

までの間に、豊橋市嵩山町字浅間下１４番３地先の道路の

り面に生えている樹木が倒れ、市道上に駐車中の住民が保

険契約をしていた普通乗用自動車に落下し、当該車両が損

傷した事故について、相手方が保険金を支払ったことによ

り、損害賠償請求権を代位取得したもの 

（豊橋市過失割合 ５０％） 

 

２（１）専 決 年 月 日   令和６年２月１４日 

（２）損害賠償の額   ２１６，８７８円 

（３）事 故 の 概 況   令和５年１２月４日午後３時５分頃、田原市神戸町笠屋１

６番９地先の丁字路において、入院中の生活保護受給者の

調査のため同市を訪問した本市職員（福祉部生活福祉課）

の運転する軽乗用自動車が一時停止した相手方所有の普通

乗用自動車に誤って接触し、相手方の従業員を負傷させ、

及び相手方車両を損傷させたもの 

（豊橋市過失割合 １００％） 

 


